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令和６年７月１６日修正
仕様書の「４規格」「（１）車種」を「小型貨物自動車」に修正する。
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仕 様 書 

１ 品名及び数量       保健福祉部畜犬捕獲車 １台 

 

２ 納 入 場 所       福島県動物愛護センター相双支所 

（南相馬市原町区錦町 1丁目 30番地） 

 

３ 納 入 期 限       令和７年３月３１日（月） 

 

４ 規   格 

（１）車種         小型貨物自動車 

（２）総排気量       2,400cc以上 

（３）駆動方式       四輪駆動車（パートタイムも可とする） 

（４）使用燃料       ガソリンまたは軽油 

（５）変速装置       オートマチック 

（６）ルーフ・フロア形状  標準ルーフ・床面がタイヤハウス上部より低いフロア 

（７）ステアリング形式   パワーアシスト付 

（８）ドア数        ４ドア（運転席、助手席、荷室左側・後部） 

（９）乗員定数       ２人以上 

（10）寸法         全長  4.7m以内 

              全幅  1.7m以内 

              車高  2.0m以内 

（11）荷室寸法       室内長 2.7m～3.0m 

（特別架装後）     室内高 1.2m～1.4m 

              室内幅 1.4m～1.6m 

（12）ボディーカラー    標準塗装色 

（13）寒冷地仕様 

※文字書き、イメージデザインマーク、ロゴマーク 不要 

 

５ 装備品及び付属品 

（１）エアコン                      １式 

（２）ＳＲＳエアバック（運転席、助手席）         １式 

（３）ＡＢＳ                       １式 

（４）パワーウインドウ（運転席、助手席）         １式 

（５）バックブザー                    １式 

（６）サイドバイザー（運転席、助手席）          １式 

（７）マッドガード                    １式 

(８) ＬＥＤヘッドランプ及びフォグランプ         １式 

(９) ＡＭ／ＦＭチューナーラジオ             １式 

（10）バックガイドカメラ・モニター            １式 

（11）カーナビゲーションシステム             １式 

(12) ドライブレコーダー                  １式 

（13）ＥＴＣ車載器                    １式 



   

（14）フロアマット（ゴム製）               １式 

（15）座席シートカバー（耐久性・耐水性）         １式 

（16）サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー  １式 

（17）ヒーター付ドアミラー                １式 

（18）広報設備装置 

  ・アンプ内蔵型拡声装置（ＳＤカード対応、マイク付き） １台 

  ・外部スピーカー（１０Ｗ以上）            ２台 

※付属品の取付け・配線等にあたっては、車両の耐久性・防水性及び美観等に十分留意す

ること。 

６ 特別架装 

（１）乗車室 

①乗車室と荷室は、荷室の臭いや音が乗車室に入らないよう壁により区画すること。 

また、のぞき窓（はめ込み、幅 400mm×高さ 200mm）を設けること。 

  ②座席シートは耐久性があり、汚れが容易に拭き落とせるシートで覆うこと。 

（２）荷室 

  ①壁面（乗車室側の壁及び荷室の左右壁は全面、荷室の後方ドアは窓下までの範囲）と 

床面は、ＦＲＰ仕上げとしフルフラットとする（タイヤハウスは除く）。 

  ②床に排水孔を４か所設け、害虫の侵入防止を施すこと。 

③（１）①に同じ。 

  ④荷室左右窓部分に、開閉式通気口を設け、雨等が侵入しないように施工すること。 

⑤荷室前、左右壁部分にステンレスラッシングベルトを 600㎜の高さで設置し、ラッシ 

ングビームを付属すること。 

⑥動物を積載する荷室に冷暖房設備を装備すること（後付も可）。 

また、その操作を運転席で行えること。 

なお、風量及び温度設定等については、本体の操作でも可とする。 

  ⑦外部からガラス窓を通じ内部が容易に見渡せないこと。 

   （プライバシーガラス又はブラインド加工されていること。） 

⑧動物逸走及びガラス破損を防ぐため、ガラス窓の内側に格子（間隔 50mm）を設ける

こと。 

  ⑨内壁（前、左右）に係留フックを９個設置すること。 

  ⑩天井２カ所に室内灯を設置し、入切スイッチを運転席にも設けること。 

 

７ 車体外装 

  広報用外部スピーカー取り付け位置は、車両前方の車体下部とする。 

 

８ 諸費用 

  リサイクル法関連費用、登録（代行）手数料を含むこと。 

なお、自動車重量税、自動車税種別割、自動車税環境性能割及び自動車損害賠償保険料

については、費用に含めないこと。 

※自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税は発注者が支払うため、自動車登録（予

定）日を、その日の１５日前までに福島県保健福祉部食品生活衛生課（電話：024-521-7245）

へ連絡すること。 
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